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1 概要

無線機器指令 2014/53/EU[2][3]に対する適合宣言

が行なわれた無線製品 (無線モジュール)を購入し、
製品に組み込んで出荷する場合も、その最終製品自

身が無線機器指令の対象となり、その最終製品の無

線機器指令への適合性を示すことが必要となる。

無線製品を組み込んでいない状態で適合性が確認

された機器にそれと別に適合性が確認された無線

製品を組み込んで最終製品とした場合、一般に、適

合性が個別に確認されたものを組み合わせたという

だけでは、その最終製品の無線機器指令への適合性

の主張の根拠として充分とは言い難い。しかしなが

ら、購入品の無線製品を組み込んだ製品について、

改めて全面的な適合性評価を無条件で行なうという

のも、あまり実際的ではないだろう。

ETSIが発行した EG 203 367[1] は、複数の無線

や無線と非無線を組み合わせた機器の無線機器指令

2014/53/EU の Article 3.1b (EMC) と Article 3.2
(無線スペクトラムの利用)に対する適合性評価に関
するガイドを示しており、無線製品 (無線モジュー
ル)を組み込んだ最終製品の適合性評価に関連して、
これを参考にすることができるかも知れない。

本稿では、既に適合性評価が行なわれている無

線製品を組み込んだ製品の無線機器指令の Arti-
cle 3.1b と Article 3.2 に対する適合性評価に関し
て、EG 203 367 (V1.1.1) の概要を述べる。

EG 203 367 についての正確な情報は、その最新
版を参照していただきたい。また、EG 203 367はあ
くまでもガイドであること†1、またいずれにしても

†1 ETSI (欧州電気通信標準化機構) は EN 301 489-1 など
の規格を発行している機関であるが、EG 203 367 は “ETSI
Guide” であり、整合規格のような効力を持つものではない。
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指令への適合の責任は最終製品の製造業者が負うこ

とになるであろうことにも注意していただきたい。

2 無線機器指令 Article 3.1b

(EMC) に対する評価

2.1 無線製品を非無線製品に同等の評価
条件で、設置指示に従って組み込ん
だ場合

複合機器の製造業者が、無線製品を非無線製品に

同等の評価条件 (無線製品の評価に用いられたもの
と同等のホスト) †2で、その無線製品の設置指示に

従って組み込んだ場合は、無線機能の EN 301 489-*
に対する追加の評価は不要である。

だが、非無線機能の評価は必要となるかも知れ

ない。

2.2 無線製品を非無線製品に同等の評価
条件で組み込まなかった、あるいは
設置指示に従わなかった場合

複合機器の製造業者が、無線製品を非無線製品に

同等の評価条件で組み込まなかった場合、あるいは

その無線製品の設置指示に従わなかった場合は、全

面的な再評価が必要となる。

この試験条件は、EN 301 489-*と非無線機能に該
当する整合EMC規格を考慮して決めるべきである。

2.2.1 エミッション

EN 301 489-*と非無線機能に該当する整合EMC
規格に対する評価を行なうべきである。

送信状態での除外帯域内のエミッションや意図さ

れた送信の高調波やスプリアスは無視できる。非送

信状態ではこの除外は適用されない。

†2 何をもって同等とみなすかを言うことは難しいが、実際の
評価に際しては、その無線製品がどのように評価されたかの詳
細な情報を入手した上で、無線製品に対して既に行なわれた評
価結果をその複合機器に適用できるかどうかを判断することが
必要となりそうである。適用できると判断した場合、入手した
情報や行なわれた検討の内容は、技術文書の一部として保管す
べきである。

2.2.2 イミュニティ

2.2.2.1 性能判定基準の選択

無線機能のイミュニティの評価に際しては、

EN 301 489-*の性能判定基準を用いるべきである。
非無線機能のイミュニティの評価に際しては、該

当する整合 EMC規格の性能判定基準を用いるべき
である。

2.2.2.2 試験レベルの選択

複合機器の評価に用いる規格が異なる試験レベル

を示している場合、イミュニティ試験レベルは複合

機器の意図された電磁環境を考慮すべきである。

特定の試験レベルの選択の理由は技術文書に適切

に文書化すべきである。

2.2.2.3 放射イミュニティ

EN 301 489-* に従って、少なくとも 80 MHz～
6 GHz の試験を行なうべきである。
非無線製品に該当する整合 EMC規格が全周波数

範囲をカバーしていない場合、範囲外の周波数につ

いては、EN 301 489-* の試験レベルを用いて、ま
た非無線機能に対しては性能判定基準 Cを用いて
評価すべきである。

2.2.2.4 静電気放電、ファスト・トランジェント、

伝導無線周波妨害

複合機器の筐体を提供する製品†3に該当する整合

EMC規格に従って評価すべきである。
複合機器が新たな共通の筐体を持つ場合は、非無

線製品に該当する整合 EMCを選択すべきである。

2.2.2.5 車両環境での過渡現象とサージ

複合機器が車両の電源に接続される場合は、

EN 301 489-* に従って評価すべきである。

2.2.2.6 電圧ディップ/停電、サージ

電源入力を提供する製品に該当する整合 EMC規
格に従って評価すべきである。

2.2.2.7 その他の現象

整合 EMC規格でその他の現象がカバーされてい
る場合、その規格に従って評価すべきである。

†3 無線製品 (無線モジュール)を非無線製品に組み込む場合、
非無線製品。
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3 無線機器指令 Article 3.2 (無

線スペクトラムの利用) に対す

る評価

3.1 無線製品を非無線製品に同等の評価
条件で、設置指示に従って組み込ん
だ場合

複合機器の製造業者が、無線製品を非無線製品に

同等の評価条件 (無線製品の評価に用いられたもの
と同等のホスト)で、その無線製品の設置指示に従っ
て組み込んだ場合は、無線機能の Article 3.2 に対
する追加の評価は不要である。

3.2 無線製品を非無線製品に同等の評価
条件で組み込まなかった、あるいは
設置指示に従わなかった場合

複合機器の製造業者が、無線製品を非無線製品に

同等の評価条件で組み込まなかった場合、あるいは

その無線製品の設置指示に従わなかった場合は、再

評価を行なうべきである。

4 補足

4.1 Article 3.1a (安全)

EG 203 367 は、無線機器指令の Article 3.1a へ
の適合性の評価には触れていない。

だが、既に Article 3.1aに対する適合性評価が行
なわれた製品を組み合わせたものの適合性は、多く

の場合、机上での評価で判断できると思われる。

人体の電磁界への曝露に関しては、無線製品が適

切に評価され、適合性が確認されているとしても、

前提となっている条件 (例えば人体の各部との隔離
距離)や、該当する場合には複数の無線製品や無線
製品と ISM機器が同時に放射することの影響の確
認などが必要となるかも知れない。

4.2 製造業者の責任

EG 203 367 は、既に適合性評価が行なわれた無
線製品を機器に組み込む場合に、それが可能と考え

られた場合、その無線製品に対して既に行なわれた

適合性評価を利用し、複合機器での評価を省略する

というアプローチを示している。

しかしながら、購入品の無線製品の不適合に伴っ

てその複合機器が指令の要求に不適合となった場合

を含めて、最終的な適合の責任はいずれにしてもそ

の機器の製造業者にあると考えられる。

従って、無線製品 (無線モジュール)の組み込みに
関して EG 203 367を参考にするとしても、無線機
器指令 2014/53/EU[2][3] の要求を良く理解し、慎重

に検討を行なうようにした方が良いであろう。

製品に購入品の無線製品 (無線モジュール)を組
み込もうとする場合、特に次のような点の考慮が必

要となるかも知れない:

• 無線製品の指令や規格の要求への適合に関し
て、その製造業者の主張にどの程度頼ることが

できるか

• 無線製品の設計や特性の変更への対応が適切に
行なわれるか†4

• 生産された無線製品の適合はどのようにして維
持されるか、またその証拠を示せるか†5

• 当局からの要求があった場合に、指令への適合
を示す全ての情報を、当局が容易に理解できる

言語で提出することができるか†6

4.3 無線製品を非無線製品に組み込まな
い場合

適合宣言が適切に行なわれた無線製品 (例えば
USB接続の無線 LANアダプタ)を購入し、非無線
製品に同梱して販売する、あるいは非無線製品のオ

プションとして別売し、非無線製品との接続をユー

ザーに行なってもらうような場合、その無線製品が

その用途に適していることやその無線製品をその非

無線製品に接続した時に意図したように動作するこ
†4 無線製品の製造業者の体制や契約によっては、設計や特性
の変更が連絡なしに行なわれる可能性もある。

†5 例えば、あらかじめ適合性の維持のための手順 (例えば出
荷検査手順)を取り交わしておき、納品物にそれぞれの検査記録
を添付してもらうような対応は可能かも知れない。

†6 無線製品の適合性評価の報告書は提供してもらえるかも知
れないものの、無線製品の設計資料、図面、ソフトウェアのよう
な内部資料の開示を受けることは困難かも知れない。だが、複
合機器の製造業者は、その提出を要求されたならば、複合機器
に組み込んだ無線製品のそのような資料も提出できなければな
らない (但し、無線製品の製造業者が持っているような情報につ
いては、無線製品の製造業者が直接提出する形でも良いかも知
れない)と考えられる。
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とを確かとすることは必要となるであろうものの、

その非無線製品は無線機器指令の対象にはならない

と考えて良いであろう。

その無線製品についても、無線機器指令のもとで

の流通業者としての責任 [2][3] は果たす必要がある

であろうものの、何らかの改造を行なったり元の識

別表示を消したりすることなく、梱包や添付文書を

含めて購入した状態のままで転売を行なう限りは、

その製造業者としての責任はその無線製品の元の製

造業者 (適合宣言を行ない、CEマーキングや自ら
の名前やブランドを表示した者)が持つことになる
であろう。

4.4 本稿で用いている用語

無線製品 複合機器の一部となる、既に適合性評価

が行なわれた無線製品 (無線モジュール)

非無線製品 複合機器の、無線製品を組み込まない

状態で適合性評価が行なわれたかも知れない、

無線製品以外の部分

複合機器 無線製品と非無線製品を組み合わせたもの

EN 301 489-* EN 301 489-1[4] と、EN 301 489
シリーズのその無線製品に該当するパート

適合性評価 適合性を判断するための活動で、試験

を伴うとは限らない
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